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概要 
科学技術基本法に 基づき政策的に 実施されている 科学技術基本 計 

完投資が拡大の 方向を っている。 天然資源の乏しいわが 国にと 

にして有効な 戦略のひと と 考えられる。 

発という特性に 沿った 投 スタイルの工夫が 

資 となってしまう。 

に 焦点を当てて。 競争的 究 資金制度におけ 

る 世界的先進国であ るアメリカの 調査を踏まえ。 我が国の将来に 向けてのあ り方 

の 展望と，現状 予算法制度下に 先約ソリューションについて 考察す る 

助 金のような補助金に 

によるもの。 あ るいは 

整費 のような目の 委託費によるもの 等。 々あ るが。 本 発表ではひとっの 

の モデルとして 常費交付金を 対象 

厳格な社会であ で 単年度予算 

主義を基本的な としている。 こ 用の最適化と 

い う 観点からあ る意味でほ重要なファクタ 一であ り経済政策上 全 な考え方で 

あ るといえる。 

たとえば、 もし収入実績が 収入 を 大幅に上回ったら、 「 租 

発生し。 それ @ を引き起こすことになる 

& こおいては大堺 冨 た 場合、 「計画 G D ㌢の 

儀 なくされ、 景気循環に必要なインフレ 誘導を狂わせてしまう 

究 開発とは。 えぼ ビルの建設や 橋の架設のように 既存技術に立脚し 

た 事業の実施と 異なり、 前人未到の知の 領 を 切り 描 くもので 

一マ の 公募から選考を 行い、 

成果を結実させるために 必 

定 しており 算 制度による枠に 挿し込め 

ンディン グ という観点から 大きな 瞳 

る 予算の執行にあ たってを 究の進捗や方向性 @ こ 

の 繰越といった 柔軟性の が 是非とも 必 、 要であ 

ぅ であ るがうまく折り 合う はないか。 こ 

究の湖 発 点であ る。 

ぇ ) 予算制度について 

アメリガの場合。 日本の予算制度と 根本的に違 う のは A 

  



約を受けているという 点がネッタ と 

ぅ のは。 まだ 具 
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留意すべき， 
上記のとおりアメリカの 事例を参考にしつつも、 我が国の現状に 

金 予算の執行のために 必要な繰越を 行 う ためのソリューションを 見出すまとめ 

貞ほついて下記のとおり 

基準」 によると、 「国から負託された 業 

行型 」 と 「直轄 

究 であ る戦略的 

類の方式があ る 

い う オーソドック 

特徴的な方式であ 

3 ) 法人決算における 未 契約繰越について 

の 法人決算としても 

繰越が可能ではあ るが。 マクロ 最適化のためにも。 できるだけ、 法 

婚 すれば。 その成果の発現 

資金を有効に 活用すること 

ことであ り、 必要なときも こ 
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いのなら、 その 財 

したり。 新規採択 

数 の 増 調整を する。 そ う することにより、 

りなくミニマムとなり、 かっ採択 免者ごとに個別 

一ズ 沿った実質的な 予 の 繰越が実現するというソリューションが 成立する。 

そのためには、 年複 採択や。 牢問 を 

規 採択を実施している 

であ り。 その 結 としてより多く 

究 スピード とポ テンシヤ ル を押し上げるのに 効果的であ ると考える。 

また。 常時。 数千件はあ る採択 課 度合 い " 執行状 

るために年度内の 予算執行需要の 定期的な 行 い 。 適正な財源 
こと。 ウイークリーやマンスリーといった 

析 により各年度の 予 

告 といった機能をも 

要 不可欠であ る " ディン グ に関しては 採 

も 直接システムに 続き等。 あ らゆる面においてシス 

テム が大きな力を 発 

本 発表は。 単年度予算主義における 越の可能性を 

したものであ るが。 国庫 

ちろん運営 

違いないが、 幾 ばく かほ なヒン ㌃となるかと 考えている。 

なお。 今後は当該考察の 具現化のためのシステム 

するとなると 

に 大がかりになると を 超えた部分で 
生する可能性も 十分に考え ろ める 必 、 要があ る。 

いずれにせ よ 。 現状業務の効 れば 、 かえって余計 

えるような 結 られないであ ろうと心得る。 

将来に向けての 展望 界 となって い 

を 超える繰越 るということを 条件 

是認される 方 

( 参考サイト。 文献等 ) 

くわかる独立行政法人会計基準」 
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